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 都市機能の誘導 
 

誘導施設の設定 

１ 誘導施設とは 

誘導施設とは都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設です。 

 

２ 基本的な考え方 

誘導施設は都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設を設定するものであ

り、当該区域に必要な施設を設定することとなるが、具体の整備計画のある施設を設定するこ

とも考えられます。この際、当該区域及び都市全体における現在の年齢別の人口構成や将来の

人口推計、施設の充足状況や配置を勘案し、必要な施設を定めることが望ましいとされていま

す。（都市計画運用指針） 

 

３ 施設設定の考え方 

誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、 

・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能

型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性 の高まる施設 

・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支

援施設、小学校等の教育施設 

・集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケッ

ト等の商業施設 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 

などを定めることが考えられるとされています。（都市計画運用指針） 

なお、「立地適正化計画作成の手引き」では、地方中核都市クラスの都市における、拠点類型

毎において想定される各種の機能についてイメージを掲示しています。 

 

※赤字：今回の変更箇所 

 

表 拠点類型毎において想定される各種の機能についてのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「立地適正化計画作成の手引き」（令和５年 11月改訂版） 

 

 

４ 本市における誘導施設の設定方針 

本市における誘導施設は、本編の「第２章 都市構造上の課題の分析・整理 ２－８ 都市

機能 １ 都市機能の立地状況（P.146表 都市機能の分類）」に記載の施設が候補として挙げら

れます。そこで、それらの候補から本市における誘導施設の候補を抽出し、これらについて、

本市の実情などを踏まえつつ、各施設の整備主体・所有形態（公共、民間）や機能圏域（広域、

日常）で分類し、誘導施設の設定を検討します。 

また、誘導施設の設定にあたっては、本市においては、市内各所に様々な施設が立地してい

ますが、将来の人口推計、施設の充足状況などを勘案しながら、市民アンケート調査結果や施

設が有する特徴（種類・用途・機能など）を考慮して、都市機能誘導区域ごとに誘導施設を設

定します。 

なお、本計画における施設「誘導」は、新たに整備を伴うものだけではなく、既存施設の維

持や集約、複合化、機能強化なども含みます。 

 

 

資料２  
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表 誘導施設の候補 

都市機能 施設の種類 

子育て支援機能 
子育て支援センター、児童センター（中央）、児童館、保育園・小規模保育所、
幼稚園、児童クラブ、小児科のある診療所 

学校教育機能 小学校、中学校、高等学校、大学 

健康機能 
総合公園、運動公園、地区公園、近隣公園、街区公園、緑地・緑道、児童遊園、
スポーツ施設 

医療機能 総合病院（市民病院）、病院、診療所 

福祉機能 コミュニティサロン、介護・福祉施設、障がい者福祉施設 

商業機能 スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、大型小売店 

行政機能 市役所、支所 

文化機能 図書館、図書館支所（図書室）、美術館 

交流機能 市民会館、コミュニティセンター、会館 

金融機能 銀行、信用金庫、郵便局 

図 位置づけが考えられる施設の分類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●高次都市サービス誘導区域に位置づける誘導施設 

整備主体が公共で、機能圏域が広域である施設を検討します。こうした施設は、集客力が高

く、幅広い利用者層が見込まれることや、集約して立地していることによる効果的な行政サー

ビスの提供、また、それに伴う周辺での民間施設の立地促進など、相乗効果も期待でき、中心

部におけるまちの賑わいの創出に寄与するものと考えられます。 

 

●日常生活サービス誘導区域に位置づける誘導施設 

整備主体が主に民間で、日常的な機能であるが機能圏域が比較的広域である施設を検討しま

す。こうした施設は、日常生活に必要な施設であるとともに、一定の圏域を有することから、

立地が促進されることにより広く生活利便性の向上が期待でき、周辺での居住誘導に寄与する

ものと考えられます。 

なお、特に日常生活に必要な都市機能については、身近な生活サービス施設として市内各所

に立地することが望ましいことから誘導施設への位置づけは見送ることとします。 

 

５ 誘導施設の設定 

「４ 本市における誘導施設の設定方針」で整理した内容を踏まえ、各都市機能誘導区域に誘

導施設を設定します。 

 

主に公共が整備する広域的機能 主に民間が整備する広域的機能 

主に公共が整備する日常的機能 主に民間が整備する日常的機能 

子育て支援センター 
児童センター（中央） 
総合病院（市民病院） 

市役所 
図書館 
市民会館 

機
能
圏
域 

広域 

日常 

公
共 

民
間 整備主体 

総合公園 

運動公園 

大学 

高等学校 

大規模小売店 

美術館 

病院 
中規模スーパー 
銀行、信用金庫 

郵便局 
 

介護・福祉施設 

障がい者福祉施設 

スポーツ施設 

コミュニティサロン 

診療所 

小規模スーパーマーケット 

コンビニエンスストア 

ドラッグストア 

 児童館           

児童クラブ 

小・中学校 

支所 

図書館支所 

コミュニティセンター 

会館 

地区公園 

近隣公園 

街区公園 

緑地・緑道 

児童遊園 

高次都市サービス誘導区域の 

誘導施設に位置づけ 

保育園・小規模保育所 

幼稚園・認定こども園 

 
日常生活サービス誘導区域の 

誘導施設に位置づけ 



3 

①都市機能誘導区域（高次都市サービス誘導区域） 

前段で整理した機能（整備主体が公共で広域的な機能）については、既に当該区域内に立地

していることから、将来の機能更新等に備え、機能を維持していく必要性が特に高い施設とし

て、以下の施設を誘導施設として設定します。 

この中の子育て支援機能については、子育て世代などを中心とした若年世代を対象に定住を

促進するとしたまちづくりの方針を踏まえ、将来に渡って機能を維持するとともに、子育て支

援の総合的な機能を担う施設として拡充を図ることも検討します。 

 

 

図 施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●誘導施設（既に立地する施設のうち、集客力が高く、幅広い利用者層が見込まれ、将来

の機能更新等に備え維持の必要性が特に高い施設） 

 

・医療機能：小牧市民病院 

（医療法第１条の５第１項に定める病院のうち、医療法第４条の１に定

める地域医療支援病院） 

（小牧市病院事業の設置等に関する条例に定める市民病院） 

・文化機能：小牧市市民会館（ホール） 

（小牧市市民会館の設置及び管理に関する条例に定める市民会館） 

小牧市立図書館 

（図書館法第２条第１項に定める図書館） 

・行政機能：小牧市役所 

（地方自治法第 244条に定める公の施設） 

・子育て支援機能：（仮称）子ども・子育て包括支援センター 

（小牧市子ども・子育て支援事業計画に位置づけられる総合的

な子育て支援施設） 

 

なお、機能更新時において、都市機能誘導区域内での移転が考えられる場合は、可

能な限り小牧駅徒歩圏（半径 500ｍ圏）に集約することが望ましい。 

 

 

 

②都市機能誘導区域（日常生活サービス誘導区域） 

前段で整理した機能（整備主体が主に民間で日常的な機能であるが機能圏域が比較的広域な

もの）については、地域にあるとよい施設として市民（特に、子育て世代や高齢者）のニーズ

も比較的高いことから、以下の施設を誘導施設として設定します。 

保育園、幼稚園等については、身近な生活サービス施設として市内各所に立地することが望

ましい一方、20～30歳代のニーズが高い傾向にあり、名鉄小牧線各駅周辺や地域拠点周辺への

定住促進及び公共施設再編を後押しすることが期待できることから、誘導施設に設定すること

とします。なお、市内各所に立地する保育園、幼稚園等の都市機能誘導区域（日常生活サービ

ス誘導区域）内への移転を図るものではありません。また、整備主体は公共、民間の両方のケ

ースを想定します。 

 



4 

図 地域における施設ニーズ（お住いの地域にあるとよい施設） 

【子育て世代】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢世代】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：小牧市のまちづくりに関する市民アンケート調査） 

 

図 地域における将来のまちイメージ（お住いの地域の将来のまちのイメージ） 

 

 

 

 

 

（出典：小牧市都市計画マスタープラン改定に関わる市民アンケート調査）

 

●誘導施設（新たに誘導を図るべき施設） 

 

・医療機能：医療法第１条の５第１項に定める病院のうち、内科、外科、小児科を診

療科目とする病院 

・商業機能：平成 26 年商業統計調査の業態分類における総合スーパー及び食料品ス

ーパーで、店舗面積 1,000㎡以上１万㎡未満程度の店舗 

・金融機能：銀行法第２条第１項に定める銀行 

信用金庫法第４条、労働金庫法第６条に基づく免許を受けて金庫事業を

行う信用金庫等 

日本郵便株式会社法第２条第４項に定める郵便局 

・子育て支援機能：保育園、幼稚園等 （児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する保育

所、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所、

学校教育法第 1 条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 2 条第 6 項

に規定する認定こども園） 

 

 

５－３ 都市機能の誘導施策 

１ 基本的な考え方 

誘導施設の誘導施策とは、誘導施設の立地を図るために必要な事業等を指し、具体的には誘

導施設の整備のみならず、周辺の基盤整備を始め、誘導施設を利用するにあたって必要となる

公共交通等の利用環境の充実、歩行空間の整備等、必要な事務事業を指すとされています。 

また、都市計画運用指針では、都市機能誘導区域内に都市機能の誘導を図るため、財政上、

金融上、税制上の支援施策等を立地適正化計画に記載することができ、国等が直接行う施策、

国の支援を受けて市町村が行う施策、市町村が独自に講じる施策に大別することができるとさ

れています。 

そこで、本計画では、以下に掲げる施策等を計画に位置付け、事業展開を図ることで、都市

機能誘導区域内への誘導施設の誘導等を目指すこととします。 

なお、本市では、長期的には人口減少及び少子高齢化が進行していくことが見込まれますが、

当面は一定の人口密度が維持される見込みとなっています。そのため、本計画における都市機

能の誘導にあたっては、強制力や規制的手法をもって誘導を図るのではなく、誘導施策を段階

的に検討・実施しながら、また、後述の届出制度により、時間をかけて緩やかに誘導を図って

いくものとします。 
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２ 誘導施設の誘導施策 

●誘導施設の誘導に資する施策等 

ア 国等が直接行う施策等 

 税制の特例 

 都市機能誘導区域の外から内への事業用資産の買換特例 

 誘導施設の整備の用に供するために土地等を譲渡した場合の買換特例 

 都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例 

 誘導施設とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税及び都市計画税

の特例措置 

 

 金融支援 

 民間都市開発推進機構による金融上の支援措置 

 

イ 国の支援を受けて市が行う施策等 

 誘導施設の整備（都市構造再編集中支援事業（都市再構築戦略事業）） 

 小牧市民病院、小牧市立図書館の整備 

 保育園、幼稚園等の整備 

 

ウ 市が独自に講じる施策等 

 公共用地（遊休地）の活用検討（検討施策）※ 

 民間が都市機能誘導区域内に誘導施設を整備しようとする場合に、市が保有する遊休地

の活用（売却、賃貸等）について検討を進める。 

 

 誘導施設整備に対する支援の検討（検討施策）※ 

 民間が都市機能誘導区域内に誘導施設を整備した場合に、施設運用費用などに対し補助

金を交付するなどの支援策について検討を進める。 

 

■連携施策（都市機能の立地促進に関連する施策等） 

 交通結節点整備事業 

 小牧駅、田県神社前駅及び桃花台地内における交通結節点の整備 

 

 小牧市中心市街地空き店舗対策事業補助金制度 

 中心市街地である名鉄小牧駅周辺に新たに出店する場合に対し、必要な資金の一部を補

助 

 

 都市機能誘導区域内への立地に対する特例措置（検討施策）※ 

 補助金等交付対象施設整備の補助等採択基準に都市機能誘導区域内での立地に対する

加点項目の設定を検討する。 

※ 検討施策…段階的に検討・実施していく施策。

 

３ 届出制度 

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域外の区域については、法第 108 条第１項の規

定により、届出制度を運用します。この届出制度は開発行為等を禁止するものではなく、市が

都市機能誘導区域外における誘導施設の整備に関する動きを把握し、必要に応じて都市機能誘

導区域内に誘導施設の立地を誘導するために市が講ずる施策に関する情報提供等を行う機会を

設けるためのものです。 

届出の対象となる行為は、以下に示す開発行為と建築等行為で、これらの行為に着手する 30

日前までに、本市への届出が必要となります。 

 

図 届出の対象となる行為 

 

 

（出典：都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要（平成 28年（2016年）９月１日時点版）） 

 

図 届出の対象となる例 

 

 

（出典：都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要（平成 28年（2016年）９月１日時点版）） 


